
 

 

第一六二回 

閣第一五号 

   介護保険法施行法の一部を改正する法律案 

 介護保険法施行法（平成九年法律第百二十四号）の一部を次のように改正する。 

 第十三条第三項を削り、同条第四項各号列記以外の部分中「前項の規定により要介護

被保険者とみなされた旧措置入所者及び」を「介護保険法第四十一条第一項に規定す

る」に改め、「である旧措置入所者」の下に「（以下この条において「要介護旧措置入

所者」という。）」を、「支給する」の下に「同法に規定する」を加え、「五年間」を

「十年間」に、「介護保険法」を「同法」に改め、同項第一号中「旧措置入所者に係る

介護の必要の程度」を「要介護旧措置入所者に係る要介護状態区分（介護保険法第七条

第一項に規定する要介護状態区分をいう。）」に改め、「特定介護老人福祉施設」の下

に「（当該特定介護老人福祉施設に係る同法第九十二条の規定による指定の取消しその

他やむを得ない理由により、当該特定介護老人福祉施設に継続して一以上の他の指定介

護老人福祉施設（同法第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設をいう。

以下この号において同じ。）に入所した要介護旧措置入所者にあっては、当該一以上の

他の指定介護老人福祉施設を含む。以下この条において同じ。）」を、「指定介護福祉

施設サービス（」の下に「同法第四十八条第一項第一号に規定する指定介護福祉施設サ

ービスをいい、」を、「提供を除く」の下に「。以下この号において同じ」を加え、

「介護保険法第四十八条第二項第一号」を「同条第二項第一号」に改め、「当該指定介

護福祉施設サービスに要した費用」の下に「（同条第一項の厚生労働省令で定める費用

を除く。以下この号において同じ。）」を加え、「旧措置入所者の」を「要介護旧措置

入所者の」に改め、同項第二号中「旧措置入所者」を「要介護旧措置入所者」に改め、

同項を同条第三項とし、同条中第五項を第四項とし、第六項を削り、同条第七項中「旧

措置入所者」を「要介護旧措置入所者」に改め、同項を同条第五項とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 

 （経過措置） 

第二条 この法律の施行の日前に行われた指定介護福祉施設サービス（介護保険法（平

成九年法律第百二十三号）第四十八条第一項第一号に規定する指定介護福祉施設サー

ビスをいう。）に係るこの法律による改正前の介護保険法施行法第十三条第三項及び

第四項の規定による介護保険法に規定する施設介護サービス費の支給については、な

お従前の例による。 



 

 

     理 由 

 介護保険法の施行の日前に市町村の措置により特別養護老人ホームに入所した要介護

被保険者に対して講じられている施設介護サービス費に係る経過措置について当該経過

措置の期間を五年間延長する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由であ

る。 


